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「平成 27 年度愛媛県雇用施策実施方針」を策定 
 

～愛媛県と連携して取組を進める 

平成 27 年度の雇用施策の実施方針を策定～ 

  

愛媛労働局（局長：天野 敬）は、「平成 27 年度愛媛県雇用施策実施方針」（以下「雇

用施策実施方針」という。）を策定しました。 

雇用施策実施方針は、雇用対策法施行規則第 13 条第 1 項に基づき、愛媛労働局が推進

する各種雇用施策の行政効果を高め、地域における雇用問題、課題を解決するためには、

愛媛県が推進する雇用、福祉、産業振興等の様々な施策と連携を図ることが重要である

ことから愛媛県知事の意見を聴き、その意見を踏まえて策定されたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度の雇用における連携重点施策 

１ 若者・女性・高齢者・障害者の活躍推進 

２ 労働市場インフラの戦略的強化 

３ 愛媛県・市町と連携した重層的なセーフティネットの構築 

４ 働き方改革の実現 

５ 地域に応じた良質な雇用機会の確保・創出 
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